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株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
表

○

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

新
規
企
業
者
等

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

（
新
設
）

イ

設
立
の
日
又
は
事
業
を
開
始
し
た
日
以
後
の
期
間
が
十
年
未
満
の
法
人
等

（
そ
の
海
外
で
行
う
事
業
の
内
容
、
出
資
者
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
当

該
事
業
に
対
す
る
民
間
の
投
資
を
補
完
す
る
必
要
性
が
低
い
法
人
等
と
し
て

財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
海
外
で
行
う
事
業
の
内
容
、
出
資
者
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
当
該
事
業
に
対
す
る
民
間
の
投
資
を
補
完
す
る
必

要
性
が
特
に
高
い
法
人
等
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

八
・
九

（
略
）

七
・
八

（
略
）

十

特
定
外
国
法
人

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
を
行
う
外
国
の
法
人

（
新
設
）

（
外
国
金
融
機
関
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。

イ

我
が
国
の
産
業
の
国
際
競
争
力
の
維
持
又
は
向
上
を
図
る
上
で
重
要
な
物

資
又
は
技
術
の
開
発
（
物
資
に
あ
っ
て
は
、
製
造
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事

業
で
あ
っ
て
、
我
が
国
の
法
人
等
若
し
く
は
出
資
外
国
法
人
等
が
調
達
す
る

物
資
の
供
給
網
の
強
靱
化
又
は
我
が
国
の
法
人
等
若
し
く
は
出
資
外
国
法
人

じ
ん

等
が
利
用
す
る
技
術
の
提
供
の
促
進
に
必
要
な
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
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め
る
も
の

ロ

情
報
通
信
技
術
を
活
用
す
る
た
め
の
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
事
業
そ
の
他

の
我
が
国
の
法
人
等
又
は
出
資
外
国
法
人
等
の
海
外
に
お
け
る
事
業
活
動
に

必
要
な
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
事
業
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

十
一
・
十
二

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
三

重
要
物
資
の
輸
入
等

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

十
一

重
要
物
資
の
輸
入
等

我
が
国
の
外
国
と
の
貿
易
関
係
又
は
国
民
経
済
の

健
全
な
発
展
の
た
め
に
不
可
欠
な
物
資
（
設
備
を
含
む
。
）
又
は
技
術
を
輸
入

し
、
又
は
受
け
入
れ
る
こ
と
を
い
う
。

イ

我
が
国
の
外
国
と
の
貿
易
関
係
又
は
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
の
た
め
に

（
新
設
）

不
可
欠
な
物
資
（
設
備
を
含
む
。
）
又
は
技
術
（
ロ
に
お
い
て
「
重
要
物
資

等
」
と
い
う
。
）
を
輸
入
し
、
又
は
受
け
入
れ
る
こ
と
。

ロ

海
外
で
生
産
さ
れ
、
又
は
開
発
さ
れ
た
重
要
物
資
等
を
我
が
国
の
法
人
等

（
新
設
）

又
は
出
資
外
国
法
人
等
が
外
国
に
お
け
る
事
業
に
使
用
す
る
た
め
に
当
該
外

国
に
引
き
取
り
、
又
は
受
け
入
れ
る
こ
と
。

十
四
～
十
六

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

会
社
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も

第
十
一
条

会
社
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

外
国
政
府
等
、
外
国
金
融
機
関
等
若
し
く
は
国
際
通
貨
基
金
そ
の
他
の
国
際

四

外
国
政
府
等
、
外
国
金
融
機
関
等
若
し
く
は
国
際
通
貨
基
金
そ
の
他
の
国
際

機
関
に
対
し
て
、
そ
の
海
外
で
行
う
事
業
若
し
く
は
当
該
外
国
の
物
資
の
輸
入

機
関
に
対
し
て
、
そ
の
海
外
で
行
う
事
業
若
し
く
は
当
該
外
国
の
物
資
の
輸
入

若
し
く
は
技
術
の
受
入
れ
に
必
要
な
長
期
資
金
（
資
金
需
要
の
期
間
が
一
年
を

若
し
く
は
技
術
の
受
入
れ
に
必
要
な
長
期
資
金
（
資
金
需
要
の
期
間
が
一
年
を

超
え
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
外
国
の
国
際
収
支
の
均

超
え
る
も
の
を
い
う
。
）
若
し
く
は
当
該
外
国
の
国
際
収
支
の
均
衡
若
し
く
は

衡
若
し
く
は
通
貨
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
い
、
当

通
貨
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
い
、
当
該
資
金
に
係

該
資
金
に
係
る
貸
付
債
権
を
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の

る
貸
付
債
権
を
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行

保
証
等
を
行
い
、
若
し
く
は
当
該
資
金
の
調
達
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
公
社
債

い
、
又
は
当
該
資
金
の
調
達
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
公
社
債
等
を
応
募
そ
の
他
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等
を
応
募
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
特
定
外
国
法
人
に
対
し
て
、

の
方
法
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
。

そ
の
海
外
で
行
う
事
業
（
第
二
条
第
十
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
業
に
限

る
。
）
に
必
要
な
長
期
資
金
の
貸
付
け
を
行
い
、
当
該
資
金
に
係
る
貸
付
債
権

を
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行
い
、
若
し
く

は
当
該
資
金
の
調
達
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
公
社
債
等
を
応
募
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
。

四
の
二

戦
争
の
結
果
生
じ
た
被
害
の
復
旧
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
海
外
に
お

（
新
設
）

け
る
復
興
又
は
開
発
に
必
要
な
事
業
を
行
う
外
国
政
府
等
そ
の
他
の
外
国
の
法

人
等
に
対
し
て
、
国
際
通
貨
基
金
そ
の
他
の
国
際
機
関
が
当
該
事
業
に
必
要
な

長
期
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証

等
（
国
際
金
融
秩
序
の
混
乱
の
防
止
又
は
そ
の
被
害
へ
の
対
処
の
た
め
に
行
う

も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

六

海
外
で
事
業
を
行
う
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
当
該
事
業
に
必
要
な
資
金

六

海
外
で
事
業
を
行
う
者
（
専
ら
海
外
投
資
を
目
的
と
す
る
我
が
国
の
法
人
等

（
ロ
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
、
海
外
で
新
た
に
行
う
事
業
に
必
要
な
資
金
に

で
当
該
事
業
を
行
う
者
に
対
し
出
資
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
対
し
て
当
該
事

限
る
。
）
を
出
資
し
、
又
は
専
ら
海
外
投
資
を
目
的
と
す
る
我
が
国
の
法
人
等

業
に
必
要
な
資
金
を
出
資
す
る
こ
と
。

で
海
外
で
事
業
を
行
う
者
に
対
し
出
資
す
る
も
の
に
対
し
て
当
該
事
業
に
必
要

な
資
金
を
出
資
す
る
こ
と
。

イ

外
国
の
法
人
等

（
新
設
）

ロ

我
が
国
の
新
規
企
業
者
等
又
は
中
小
企
業
者
等
（
中
小
企
業
者
又
は
中
堅

（
新
設
）

企
業
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
我
が
国
に
と
っ
て
重
要
な
資
源
の
海
外
に
お
け

６

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
我
が
国
に
と
っ
て
重
要
な
資
源
の
海
外
に
お
け

る
開
発
及
び
取
得
の
促
進
の
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
我
が
国
の

る
開
発
及
び
取
得
の
促
進
の
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
我
が
国
の
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法
人
等
に
対
す
る
貸
付
け
で
あ
っ
て
、
中
小
企
業
者
等
以
外
の
も
の
に
対
す
る
も

法
人
等
に
対
す
る
貸
付
け
で
あ
っ
て
、
中
小
企
業
者
等
（
中
小
企
業
者
又
は
中
堅

の
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

企
業
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
に

対
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

我
が
国
の
法
人
等
が
そ
の
直
接
又
は
間
接
に
出
資
す
る
出
資
外
国
法
人
等
に

（
新
設
）

対
し
て
当
該
出
資
外
国
法
人
等
が
行
う
次
に
掲
げ
る
事
業
に
必
要
な
資
金
の
供

与
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
等
に
対
し
て
当
該
供
与
に
必
要
な
資
金

の
貸
付
け
を
行
う
と
き
。

イ

我
が
国
の
法
人
等
又
は
出
資
外
国
法
人
等
に
よ
る
製
品
の
生
産
に
不
可
欠

な
原
材
料
そ
の
他
の
物
資
の
開
発
（
製
造
を
含
む
。
）
、
輸
送
又
は
調
達
に

関
す
る
事
業

ロ

我
が
国
の
法
人
等
又
は
出
資
外
国
法
人
等
に
よ
る
製
品
の
生
産
に
不
可
欠

な
技
術
の
開
発
に
関
す
る
事
業

ハ

我
が
国
の
法
人
等
又
は
出
資
外
国
法
人
等
が
生
産
す
る
製
品
の
加
工
若
し

く
は
組
立
て
又
は
輸
送
若
し
く
は
販
売
に
関
す
る
事
業

五

（
略
）

四

（
略
）

７
～
９

（
略
）

７
～
９

（
略
）

前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
債
務
の
保
証
等
（
公

前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
債
務
の
保
証
等
（
公

10

10

社
債
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
公
社
債
等
の
取
得
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

社
債
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
公
社
債
等
の
取
得
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

（
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
か
ら
第

（
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
か
ら
第

八
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
）
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
）
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

法
人
等
が
海
外
に
お
け
る
社
会
資
本
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
必
要
な
資
金

七

法
人
等
が
海
外
に
お
け
る
社
会
資
本
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
必
要
な
資
金

の
調
達
の
た
め
に
発
行
す
る
社
債
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
債
券
又
は
信
託
の

の
調
達
の
た
め
に
発
行
す
る
社
債
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
債
券
又
は
信
託
の

受
益
権
（
い
ず
れ
も
償
還
期
限
が
一
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い

受
益
権
（
い
ず
れ
も
償
還
期
限
が
一
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
を
取
得
す

て
同
じ
。
）
を
取
得
す
る
場
合

る
場
合

八

新
規
企
業
者
等
又
は
我
が
国
の
中
小
企
業
者
等
が
海
外
に
お
け
る
事
業
に
必

（
新
設
）
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要
な
資
金
の
調
達
の
た
め
に
発
行
す
る
社
債
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
債
券
又

は
信
託
の
受
益
権
を
取
得
す
る
場
合

・

（
略
）

・

（
略
）

11

12

11

12

（
業
務
の
方
法
）

（
業
務
の
方
法
）

第
十
三
条

第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
、

第
十
三
条

第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
、

貸
付
債
権
の
譲
受
け
、
公
社
債
等
の
取
得
、
債
務
の
保
証
等
又
は
出
資
は
、
次
に

貸
付
債
権
の
譲
受
け
、
公
社
債
等
の
取
得
、
債
務
の
保
証
等
又
は
出
資
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
貸
付
け
（
第
十
一
条
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付

二

当
該
貸
付
け
（
第
十
一
条
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付

け
を
除
き
、
海
外
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
当

け
を
除
く
。
）
、
当
該
譲
受
け
（
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
債
権
の
譲

該
譲
受
け
（
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
債
権
の
譲
受
け
を
除
き
、
海
外

受
け
を
除
く
。
）
、
当
該
取
得
（
同
号
の
規
定
に
よ
る
公
社
債
等
の
取
得
を
除

に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
当
該
取
得
（
同
号
の

く
。
）
、
当
該
債
務
の
保
証
等
（
同
号
の
規
定
に
よ
る
債
務
の
保
証
等
を
除

規
定
に
よ
る
公
社
債
等
の
取
得
を
除
き
、
海
外
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
業
に

く
。
）
又
は
当
該
出
資
（
い
ず
れ
も
海
外
に
お
け
る
社
会
資
本
の
整
備
に
関
す

係
る
も
の
又
は
新
規
企
業
者
等
が
発
行
す
る
社
債
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
債

る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
貸
付
金
（
貸
付
金
と
同
様
の
経
済
的

券
若
し
く
は
信
託
の
受
益
権
の
取
得
に
限
る
。
）
、
当
該
債
務
の
保
証
等
（
同

性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
次
項
及
び
第

号
及
び
同
条
第
四
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
債
務
の
保
証
等
を
除
き
、
海
外
に
お

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
率
（
利
率
と
同
様
の
経
済
的
性
質
を

け
る
次
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
当
該
出
資
（
海
外
に
お

有
す
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

け
る
次
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
又
は
新
規
企
業
者
等
に
対
す
る
も
の
に
限

じ
。
）
、
貸
付
債
権
の
利
回
り
そ
の
他
の
条
件
が
、
当
該
貸
付
け
に
係
る
貸
付

る
。
）
に
係
る
貸
付
金
（
貸
付
金
と
同
様
の
経
済
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し

金
、
当
該
譲
受
け
に
係
る
貸
付
債
権
そ
の
他
の
資
産
が
回
収
不
能
と
な
る
危
険

て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
次
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

性
等
を
勘
案
し
た
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る

同
じ
。
）
の
利
率
（
利
率
と
同
様
の
経
済
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
財
務

場
合
を
除
く
。
）

省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
貸
付
債
権
の
利
回

り
そ
の
他
の
条
件
が
、
当
該
貸
付
け
に
係
る
貸
付
金
、
当
該
譲
受
け
に
係
る
貸

付
債
権
そ
の
他
の
資
産
が
回
収
不
能
と
な
る
危
険
性
等
を
勘
案
し
た
適
正
な
も

の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

社
会
資
本
の
整
備
に
関
す
る
事
業

（
新
設
）
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ロ

資
源
の
開
発
に
関
す
る
事
業

（
新
設
）

ハ

革
新
的
な
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
事
業
そ
の
他
の
革
新
的
な
技
術
又

（
新
設
）

は
事
業
の
実
施
の
方
式
（
商
品
の
生
産
若
し
く
は
販
売
の
方
式
又
は
役
務
の

提
供
の
方
式
を
い
う
。
）
を
活
用
し
た
事
業
で
あ
っ
て
、
そ
の
活
用
に
よ
り

当
該
事
業
の
高
度
化
又
は
当
該
事
業
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
が
図
ら
れ
る

も
の

２

（
略
）

２

（
略
）


